
は じ め に 

～平成２７年度富里福葉苑事業計画について～ 

 皆様には日頃より富里福葉苑の事業の運営に対し、格別のご理解とご協力を賜り、心よ

り御礼申し上げます。本年におきましても職員一同研鑽に努め、安心のできる取り組みを

全力で進めて参る所存です。どうぞご指導とご支援を頂戴できますようお願い申し上げま

す。 

 さて、社会福祉を取り巻く環境が変化する中で、そのあり方が問われている社会福祉法

人制度の見直しについて政府は改革案を社会保障審議会福祉部会に示し、了承されました。 

 今回の法改正は、政府の「規制改革」議論に端を発するものであり、一部の偏った新聞

報道による社会福祉法人バッシング（内部留保問題等）も背景に、法人制度改革の議論が

すすめられてきました。 

 今回の法改正では、経営組織の強化、情報開示の推進、内部留保の位置づけの明確化と

福祉サービスへの投下、社会貢献活動の義務化、行政による指導監督の強化など、社会福

祉法人が備えるべき公益性・非営利性を徹底し本来の役割（いわゆる税収を基盤とした施

設経営に伴う国民への説明責任）を果たすことが求められています。 

 当福葉会におきましても、ホームページや広報紙を利用しての情報開示や福祉サービス

への投下（佐倉福葉苑開設）を行って参りましたが、まだまだ地域や当事者（利用者）及

び当事者のご家族のニーズに十分お答えできていないと感じております。 

 今回の法改正を機に社会福祉法人「福葉会」の経営管理体制の強化に努め長期的な展望

に立って改革を進めるとともに「福葉会」に係るすべての皆様のニーズや期待に添えるべ

く福祉サービスの充実に向けて準備する一年にしたいと考えます。 

 つきましては、法人役職員の皆様・利用者及びご家族の皆様・運営に係るすべての皆様

のご協力を改めてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

     社会福祉法人 福葉会 

                          理事長   山岡 巳義 

                障 害 者 支 援 施 設 

                              富  里  福  葉  苑 

                           管理者  板垣  真 



１ 基本理念 

 本苑の基本理念は、ノーマライゼーションの理念のもと、すべての知的障害者はその有 

する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならな 

い。また、すべての利用者は社会を構成する一員として、社会、経済、文化、スポーツ・ 

その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 

 

２ 運営方針 

 本苑の主体は利用者であることを大前提に、利用者のニーズを出来得る限り吸収し、利 

用者の心身の障害の状態、能力及び適正等に応じた支援、指導を行うことにより利用者の 

一人ひとりの調和のとれた発達を促すと共に、自立生活を営むために必要な能力を最大限 

に伸張し、社会の一員として豊かな生活を切り拓くことのできる人間を育成する。 

 また、本苑は在宅の障害者の住み慣れた地域での生活を支援するため、地域生活を支え 

るサービスの拠点として、地域に暮らす知的障害者の方々に対しても門戸を広く開け、本 

苑の福祉サービスを提供していくものとする。このため、障害者短期入所事業の継続と、

日中一時支援事業などの拡大をはかる。 

〈各部署の方針〉 

・管理、総務  (1)事業の促進(2)経営状況の把握(3)人材の確保と養成(4)安全管理(5)施設 

設備の保全と環境整備(6)地域との連携など業務の効率化と改善を図りながら収入を確 

保し、職員の福利厚生にも配慮して永年勤続できる環境を整備していく。 

・支援  利用者にとっての「安全」「生きがい」「快適な暮らし」とは何かを常に念頭に 

置き、支援員一人ひとりがあるいは施設全体で「考え」努力をしていく。支援員は、 

サービスの提供者として利用者が施設で暮らす日々に対して、何ができるのか、何を 

努力すべきなのかを考え、適切な個別支援ができることを目指す。我々、支援員の専 

門性は、個々の障害特性を理解しながらその生き方を保障するために利用者の「本当 

の気持ち」を理解することのできる方法を獲得し、それを検証する実践ができること 

である。すなわち、「本当の気持ち」を理解しようとする豊かな『共感性』・『センス』 

と「本当の気持ち」がわかった時にその願いをかなえることができるような支援が実 

践できる『行動力』を必要とされる。 

 ① 生活介護事業（１）生産活動  

過去の支援実績を綿密に分析、個々の能力を把握した上で、本人と家族を交えなが

ら「個別支援計画（短期・長期）」を立案、当苑の支援五大原則（全面性、反復性、斬

新性、意識性、個別性）に則り支援員全員が統一した処遇にあたる。支援を通じて、

積極性、持続性、協調性など基本的な社会適応力を養うとともに、技術習熟、巧緻性、

確実性、生産性、責任感など利用者が自立して社会生活を営む意欲を持つことができ 

るよう生産活動の一環として支援する。 

１ 



    

（２）日中活動 

障害者の「豊かな生活」が実現していく為には、充実した日中活動が、密度の高い人

との人間関係・支援に基づいて『系統的』・『継続的』に保障されることが重要である。

クラブ活動や社会活動を通してこの機会を確保していく。 

    

 ②施設入所支援： 「生活のリズムの確保」・「衣食住への確認」・「健康管理」・「生活力 

の向上」・「生活のうるおいのために」・「閉鎖性からの脱却」を基本に生活の場として 

のあり方を常に念頭に入れながら生理的三要素（食事・排泄・睡眠）の安定を目指す。 

また、日中活動支援とも連携し、利用者の変化に気づく目を養う。 
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・医務  (1)利用者・職員の健康保持増進・管理(2)疾病の早期発見・早期治療(3)異常の早

期発見及び対処(4)薬の管理と服薬者の状態把握(5)施設内の衛生管理と生活課との

連携(6)感染予防対策などに対応していく。 

        

・防災  危機管理対策マニュアル（別紙）を作成し、防災管理及び事故対策の徹底と利 

用者の安全に努める。 

   

・栄養  施設生活での最大の喜びは食事であり、食の安全と楽しい食事に努める。 
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３ 支援方法 

 利用者のニーズと実態に応じた弾力性のある支援目標を編成、実施し職員の創意工夫と 

共通理解のもとに全面性・反復性・漸進性・意識性・個別性の支援五大原則を踏まえ、支 

援の一貫性を考慮し活動の継続と積み上げを重視するとともに、生活支援・作業指導・ス 

ポーツ活動・余暇活動・自活訓練・現場実習などの各プログラムの充実、発展に努め、利 

用者が自立への努力をする事を支援し、またその機会を確保していく。 

 

４ 入所人員 （平成２７年４月１日現在） 定員 施設入所５０名 生活介護６７名 

 ・施設入所支援  男 子 ３２名  女 子 １８名  小計 ５０名 

 ・生活介護    男 子 ４２名  女 子 ２３名  小計 ６５名 

          （生活介護のみ１０名） （生活介護のみ５名） 

 ・短期入所 男子１名 女子１名（定員４名） 

 ・日中一時 男子１名 女子０名（定員１名）     合計 ６８名（定員７２名） 

 

５ 利用者に対する支援 

 （１） 保健衛生の支援とその管理 

 ＊嘱託医師及び協力医療機関との緊密な連絡のもとに積極的な支援と管理を進める。 

 ・精神科などへの定期的な通院・検診。 

 ・疾病に適応した医師の指示と早期治療。 

 ・環境の整備 

 ①利用者の使用する食事に関する設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に 

  努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に 

  行う。 

 ②感染予防マニュアル（別紙）を作成実行し、施設内感染が発生しないよう感染症予防 

  策を講じる。 

 ③所管保健所との連携を密にし、万が一感染症などが発生した場合は医療機関において 

  直ちに処置するとともに、所管保健所、千葉県障害福祉課など関係諸機関に連絡し指 

  導を仰ぐ。 

 ・防疫措置（水質検査・害虫駆除等） 

 ・健康管理（身体測定・健康診断・予防接種等） 

 ・衛生管理（衣服・寝具・入浴・洗面・歯磨き・手洗い・うがい・清掃等） 

 ・規則正しい生活支援（生活カリキュラムに合わせる習慣） 

 ・栄養支援（偏食や成人病予防等） 

 ・運動（体力づくり） 

 ・安全対策（危機管理対策を作成し安全に努める） 
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６ 給食管理 

 給食は、利用者ならびに職員の生命の維持と生活、学習の意欲を支えるための重要な役 

割を持つ。栄養上はもちろんのこと味覚ならびに量的にも満足できるものを提供できるよ 

う最善の努力をはらう。そして食品の衛生管理には最大の注意をはらい、事故のないよう 

努めなければならない。また食品そのものが見た目にも出来るだけ家庭における食事と同 

等に美しく盛り付け配膳されるよう工夫する。 

（１） 献立調理について 

 利用者の平均年齢は４３．８歳（平成２７年４月１日現在）であるので、４０歳代男 

女の生活活動強度（中等度）を基準として、栄養所要量を算出する。 

・利用者の個別所要量の違いは、盛り付けで調整する。 

・毎週、毎月献立表を作成し、栄養量が基準に達するようにする。 

・残菜、食事時の状態から利用者の嗜好について留意し、献立に変化をつける。 

・偏食の利用者には、調理上、栄養上の配慮をし、徐々に本来の食事に同化するよう促す。 

・なるべく温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べられるように配慮する。 

・疾病時の食事は、治療に適した食事にする。（食事箋） 

（２） 食品衛生について（調理人及び調理室の管理） 

・毎月１回（11 月～4 月）または毎月２回（5 月～10 月）の検便と定期健康診断の励行。 

・調理人は特に健康に留意し下痢、腹痛、化膿性の傷やできもの等ある場合は調理に従事 

 しない。 

・調理開始前及び用便後は必ず逆性石鹸液及びアルコール消毒液で消毒する。 

・ハエ、ゴキブリ、ネズミ、蚊、ダニ等の駆除に努める。 

・厨房内は、いつも清潔に努め常に清掃するとともに、床面は乾燥させておく。 

・食器等はよく洗い、熱風消毒して保管する。 

・調理室には関係者以外は出入りさせない。 

・調理関係者は清潔な白衣を着衣し、専用の履物を使用する。 

・水質検査は年２回実施する。（塩素消毒等を行う） 

・食品の検収は念入りに行い鮮度、細菌汚染、不良品の発見に努める。 

・保管食品は毎日点検し、変質について十分注意する。 

・食品の在庫量には常に気を配り、献立の安全と反面廃棄処分品の出ないよう十分気をつ 

ける。 

・食中毒の防止に万全を期するとともに検食を励行する。 
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７ 避難訓練及び防災管理 

 災害対策は、予防することであり、火災・地震災害等やむを得ない災害が発生したとき 

には、すみやかに安全な行動ができるよう日頃から訓練を重ね、どんな条件の中でも対応 

できることが大切である。また、非常時を想定し、常に飲料水、非常食料等の絶対必需品 

を備えなければならない。 

（１） 日常の訓練 

・日課の中で、特に点呼と人数の確認がなされるよう日頃から習慣づける。 

・非常ベルの合図、ならびに笛等の合図のもとに集団行動ができるよう訓練し習慣づけ、 

 避難行動が迅速に行えるようにする。 

・実際の災害を想定し年３回以上訓練を実施する。（夜間の避難訓練を年１回以上実施。） 

（２） 日常の保安警備 

・火元取締り責任者を各部署別に定め、点検確認を行わせる。 

・情緒に不安のある利用者に対しては、苑からの飛び出し行為等で事故に遭うことも想定 

 されるので、日頃から情緒の安定に努め、人数の確認やフェンスや柵等の補修を十分に 

 注意すること。 

・巡視点検項目のチェックを必ず行うこと。 

（３） 消防用設備の管理と点検 

・年間を通じて各設備が十分点検整備されるよう定期点検表を作成し、計画通り行う。 

・避難訓練等を実行する時、一緒にその作動について点検する。 

・消火器については、年２回必ず点検整備する。 

・貯水槽、燃料貯蔵所等については年２回以上点検する。 

・春秋の火災予防運動期間には、器具全体の点検と合同避難訓練を行う。 

・当苑防災対策規定（別紙）及び災害対策マニュアル（別紙）の励行。 

（４） 火気の取り扱いについて 

・食堂、自立訓練棟等の火気を使用する場所や作業ボイラー、生活ボイラー等は消化後点 

検を欠かさないよう留意する。 

・ガス器具、ボイラー等については器具の整備点検と、消化時には元栓を閉める。 

・ガス漏れには、細心の注意をはらい器具の点検整備と警報機の点検を始業・終業時に必 

 ず行う。 

・調理室など火気使用場所の換気に注意する。 

（５） その他の保安と安全 

・苑内に池があるので、入水事故等の起きないよう、特に池の周囲をフェンスで防護し、 

 これに備える。 

・職員は、常日頃から安全と保安に気を配り、改善すべき箇所を発見したら、役職員に報 

 告する。 
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・日直者／当直者は、定められた時刻の巡回時に火災や盗難予防に注意する。 

 （消灯後の入所者の状態確認と戸締り点検、外部侵入者の有無の確認） 

・非常時に備え最低３日間以上の飲料水／非常食料等絶対必需品を用意しておく。 

 （防災倉庫に完備） 

・万が一、支援の提供中に重大な事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族 

に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。また、事故発生後ただちに千葉県に報告 

する。感染症も同様に行う。 

 

８ 苦情解決 

（１） 苦情解決の仕組みと目的 

 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急 

な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービ 

スを適切に利用することができるように努める。 

（２） 苦情解決体制 

・苦情解決責任者は施設長とする。 

・苦情受付担当者は支援／指導員から選任する。 

・苦情受付担当者は次の職務を行う。 

ア）利用者からの苦情の受付。苦情の受付は随時行うとともに、毎月１回苦情受付窓口を 

  開設する。 

イ）苦情内容、利用者の意向などの確認と記録。 

ウ）受け付けた苦情及びその改善状況などの解決責任者及び第三者委員への報告。 

エ）第三者委員を複数設置する。 

（３） 苦情の受付 

・本苑の苦情受付体制や千葉県運営適正化委員会について利用者に広報し、利用者はいつ 

でも苦情担当者のみならず施設内の職員や、施設外にでも苦情の申し出ができることを 

周知する。 

・すべての職員は、苦情の受付を随時行うとともに、利用者が苦情を気軽に申し出られる 

 環境作りに努める。 

・職員は苦情の申し出が利用者から出された場合、速やかに苦情受付担当者に報告する。 

 苦情受付担当者は前項の苦情解決体制に則り、苦情を解決する。 
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９ 秘密保持及び個人情報の取り扱いについて 

（１） 秘密の保持 

 本苑は、職員及びボランティア、学生実習者など業務に関わる全てのものが業務上知り 

得た利用者及びその家族の情報を、日々の業務後あるいは退職後においても外部に漏らす 

ことがないよう、秘密を保持する。 

（２） 個人情報の取り扱い 

 本苑は個人情報の取り扱いにおいて「福祉関係事業者における個人情報の適正な取り扱 

いのためのガイドライン」（平成 16 年 11 月厚生労働省）と法人が定めるプライバシーポリ 

シーに従い、十分に注意していく。 

（３） 事業者間の情報提供 

 本苑は、関係事業所及び事業者に対して、利用者に関する情報を提供する際は、予め文 

章により本人の同意を得ておく。また、情報開示の必要があるときはその情報の内容につ 

いて吟味し、行き過ぎた情報の開示にならないようにする。 

 

10 支援内容について 

（１） 支援目標 

・支援は利用者の心身の状況に応じて適切に行わなければならない。（心身の健康をはかる） 

・あらゆる経験、機会を通じて一人ひとりの個性に合わせながら、意欲ある人間性を育む。 

・集団活動を通して、仲間意識（助け合う心、協調性）を育む。 

・生産活動／生活支援及び特別活動を通して自立精神を育み、生活の幅を拡大する。（自活） 

・（財）日本知的障害者福祉協会が定める倫理要領（別紙）を遵守し、特に利用者の人権を 

尊重し、愛情豊かな個性の育成をはかる。 

（２） 支援計画 

・生産活動／生活支援計画（個別支援計画・長期個別支援計画）の作成。 

・利用者のニーズを勘案し、過去の支援実績を綿密に分析し、利用者別に作業／生活支援 

計画を組み実践する。 

・利用者個々の成長を考慮にいれるとともに、利用者のニーズを踏まえ長期計画をたてる。 

 （身体機能、運動機能、感覚、情緒安定、社会体験、役割活動、集団）訓練等の実践 

 （買物、外出、外食、見学、避難訓練等やクラブ活動） 

・年間行事計画の作成（四季の行事、外出、夏祭り、体育祭、文化祭、クリスマス会、帰 

 宅帰苑日、医療検査、各種訓練等）。 

・上記のような活動の中で、集団／個々の成長をはかっていくとともに知的障害者／情緒 

安定障害者処遇の確立に向けて、より積極的な取り組みを行っていく。また、個々の能 

力の発掘と特性を生かすべく支援する。 
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11 支援体制 

・第一種社会福祉事業   施設入所支援５０名・生活介護６７名 定員 

利用者（男子４２名、女子２５名 入所・通所含む） 

・第二種社会福祉事業   短期入所事業・日中一時支援事業 

            相談支援及び療育等相談支援事業・指定特定相談事業 

・支援体制は、利用者の現況に合わせたものを作成する。 

 

12 苑の行事予定 

＊別添行事計画表参照 

 

13 生活・作業のカリキュラム 

 朝の起床から始まる一日の流れは、利用者支援の根幹であるため、きちんと守ることの 

出来る無理のないカリキュラムとする。  ＊別添日課表参照 

 

14 職  員 

・職員配置 

管理者(施設長) ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 管理部長 支援部長 事務長 主任支援員 

１ 専任１（兼務１） １ （１）兼務 １ ２（兼務１） 

支援員 看護師 事務員 栄養士 調理員 嘱託医・（協力医） 合計 

１８ （２） １ １ ５ １（２） ３３ 

 

15 職員研修 

 職員の充実は、利用者の福祉、及び自立に直結している。機会あるごとに研修を重ねて 

職員の一人ひとりが立派な人間として、また、支援者として恥ずかしくない立場になれる 

よう努力する。 

（１） 苑内研修 

   ・職員会議（毎月 1 回以上） 

   ・支援会議（毎月１回以上） 

   ・計画相談会議（毎月１回以上） 

・家族会会議（年３回の定例総会及び帰宅日を利用して担当支援員と家族の情報交 

          換を行う） 

（２） 苑外研修 

   ・他施設視察（県内外施設と連携を密にし、実習も含めた視察を行う） 

   ・社会福祉協議会主催行事の参加 

   ・国、県、市主催の各種研修会及び研究会の参加 
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 ・千葉県知的障害者福祉協会主催の研修会及び研究会の参加 

   ・その他団体主催のものについては吟味の上参加 

 

職 務 研 修 名 備 考 

施設長 経営者研修、施設長研修、各部会研修 

 

法人運営 

 

 

 

支援部 

 

 

 

 

 

部長 管理職研修 

サービス管理

責任者 

主任 

苦情解決研修、富里市自立支援競技会 

相談支援従事者研修、感染症対策研修 

権利擁護研修、防火管理研修 

専門性 

地域連携 

中堅職員 

 

中堅職員研修、サービス管理責任者研修 

行動障害研修、自閉症基礎講座 

資質向上 

専門性 

 

 

支援員 

 

権利擁護研修、施設職員研修、 

てんかん講座、 

新任職員 

 

新任職員研修、新任職員ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ研修 

救急法基礎講習、援助技術講習 

新人教育 

 

管理部 

総務部 

管理部長 

事務員 

会計研修、労務研修、 

事務関係説明会 

専門性 

栄養 栄養士 

調理員 

栄養士研修、給食研修、衛生講習 

感染症対策研修 

専門性 

医務 看護士 看護管理者研修、感染症対策研修 専門性 

 

16 家族及び地域社会との交流 

 利用者の自立や社会復帰は、職員、家族、地域社会という三者の呼吸が合致して、はじ 

めて可能になる。また、利用者は富里福葉苑の利用者であるとともに、富里市をはじめ近 

隣市町の住民でもある。したがって、家族ならびに地域社会との交流は、利用者支援に対 

すると同等の比重をもって、これを推し進めていくことにする。 

 

（１） 施設設備の地域住民に対する開放 

   ・障害者短期入所事業 

   ・日中一時支援事業 

   ・指定特定相談事業 ・障害児（者）等療育相談事業 

（２） 年４回以上地域住民と交流する行事を行う。 

   ・夏祭り、体育祭、文化祭、クリスマス会など 

１０ 



（３） 月１回の家族面会日（帰宅日）や、年３回の家族会総会を利用し、家族会の育成。 

（４） 家族、職員合同研修会（年１回以上、視察講演など） 

 

１７ 虐待防止責任者の設置 

 障害者虐待防止法の施行（平成２４年１０月）に伴い、障害者に対する虐待が障害者の

尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止

することが極めて重要であるため、障害者虐待の防止、擁護者に対する支援等に関する施

策を促進する。 

 運営規定で定めた「虐待を防止するための措置」として虐待防止の責任者の設置及び必

要な体制の整備を進めていく。 

 

１８ 運営適正化委員会の設置 

 高い信頼性が求められる法人経営にふさわしい組織統治の確立、人財育成、組織マネジ

メントに取り組んでいくため運営適正化委員会を設置し、職員の苦情相談、ハラスメント

相談、内部告発等の問題にも積極的にその問題解決に努める。 

１）マネジメントにおける基本姿勢 

① コンプライアンスの徹底：社会福祉法人組織やその事業を実施するうえでの関係法令

はもとより、法人の理念や諸規定さらには広く社会的ルールやモラルを遵守した経営に

努める。 

② 組織統治（ガバナンス）の確立：コンプライアンスを徹底し、公正かつ透明性の高い

適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築して組織全体を適切に統治する。 

③ 理事や評議員等が参画して機能強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 



日 課 表 
 

ＡＭ ６：３０ 起床・洗顔・身支度・居室掃除                   

 ７：００ 朝練習（月・水・木・土）  ＊ 希望者のみ             

 ７：３０ 朝  食  ７：５０ 歯みがき                  

 ８：００ 持ち場掃除                            

 ８：４５ 朝  礼                             

 ９：００ 作業開始  ＊クラブ活動（月～金：９：３０～１１：００）     

１０：００ 水分補給（お茶休憩 作業所内）                  

ＰＭ ０：００ 昼  食・昼休み                         

  １２：５５ 点  呼（人数確認） １：００ 作業開始             

              ＊クラブ活動（月～金：１：００～２：３０）      

   ２：４５ おやつ休憩（水分補給 食堂）                   

   ３：００ 作業再開  ◎土曜：作業終了 体育                

   ３：５５ 終  礼 作業終了 退勤                     

   ４：００ 入浴／洗濯 （月・水・木  体育）                

   ５：３０ 夕  食  ５：５０ 歯みがき                  

   ６：００ 日  報（あすなろ記入）                     

   ６：２０ 月／水／木・・・入浴  火・・・学習  金・・・手芸       

        土・・・自治会   日・・・余暇時間               

   ８：００ 余暇時間  ジュース及び電話  自由時間             

   ８：５０ 就寝準備                             

   ９：００ 就寝・消灯                            

 

 日曜日は作業休日、終日余暇時間。第２土曜日外出（外出先・昼食など選択自由）。   

第４土曜日帰宅（外泊日）。                             
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